
居宅介護支援サービス重要事項説明書 

 

 

１．運営方針 

 １）当事業所は、被保険者が要介護状態となられた場合においても、その居宅にお

いてその有する能力に応じて可能な限り、自立した日常生活を営むことができる

ように支援を行います。 

 ２）当事業所は、利用者の心身の状況並びにその置かれている環境等に応じて、多

様な事業所と連携し、利用者の選択に基づいた適切な保健・医療及び福祉サービ

スが提供されるよう配慮します。 

 

２．事業者・事業所の概要 

 １）事業者 

事 業 者 の 名 称 社会福祉法人 亀鶴会 

事 業 者 の 所 在 地 大分県別府市南荘園町４番３８号 

代 表 者 氏 名 理事長  三浦 広爲 

設 立 年 月 日 平成１８年１２月２６日 

連 絡 先 
ＴＥＬ：０９７７－２２－２５１５ 

ＦＡＸ：０９７７－２２－２５１６ 

 

２）事業所 

事 業 所 の 名 称 居宅介護支援事業所 偕楽園 

事 業 所 の 所 在 地 大分県別府市南荘園町４番３９号 

管 理 者 氏 名 豊木 裕子 

開 所 年 月 日 平成２３年８月１６日 

介護保険事業所番号 ４４７０２０２２５２ 

通常の事業の実施地域 別府市全域 

連 絡 先 
ＴＥＬ：０９７７－８５－８５６１    

ＦＡＸ：０９７７－８５－８５７１ 

 

３．事業所の職員体制 

管理者 １名（兼務含む） 

主任介護支援専門員 １名以上（兼務含む） 

介護支援専門員 ３名以上 


